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介護休暇を取得される方へ

介護休業手当金の請求についてご案内します
要介護状態にあるご家族を介護するため、１日単位で介護休暇を取得したとき、
介護休業手当金を請求することができます。

 ①支給対象となる家族の範囲

▶同居・別居を問わない家族
配偶者・父母・子・配偶者の父母・
祖父母・孫・兄弟姉妹

▶同居を要件とする家族
父母の配偶者・配偶者の父母の配偶者・子の配偶者・ 
配偶者の子（組合員と親子関係にない子）

給付貸付課短期給付担当 03-5320-6827☎問合せ先

 ④請求手続
ご所属の事務担当者を通じて請求してください。

・介護休業手当金請求書
・介護休暇承認申請書兼処理簿の写し
・出勤簿の写し　・報酬支給額証明書

※介護休暇を取得した月ごとの請求となります。
※ 「介護休業手当金請求書」および「報酬支給額証明書」は、公立学校
共済組合東京支部のホームページからダウンロードできます。
https://www.kouritu.or.jp/tokyo/tetsuduki/tanki/kyugyo/kaigo/index.html

必要書類

 ③支給金額

■標準報酬月額：44万円 
■介護休暇の日数：20日/ 月 
■支払われた報酬：600円 / 日
この場合の支給金額は…
（44万円×1/22×0.67－600円）×20日
=256,000円

計算例

※１    令和６年８月１日以降、標準報酬月額が530,000円以上の場合は給付上限日額
（15,778円）を適用して計算します。

※２ 介護休暇取得期間中に報酬が支払われた場合、報酬日額を差し引いて支給します。

標準報酬日額※1

標準報酬月額×1/22
支給率
67％ 日数調整額※２× － ×（ ）

 ②支給期間

8/1介護休暇を
連続して
取得した場合

介護休暇を
2回に分けて
取得した場合

9/1 10/1 11/1 11/7

9/28

22日

22日

通算
66日

通算
66日3日

10/1 12/18/1 8/31

41日

20日 20日
4日

介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、介護休暇の日数を通算して66日支給されます。
※週休日および祝日は支給日数から除きます。　　※短期の介護休暇、介護時間は支給対象になりません。

住居    現に生活の本拠として居住している建造物（建具
類を含む。）を指し、自宅、借家、アパートの別は問
いません。

家財    現に生活するに当たっての住居以外の社会生活上
必要な一切の財産を指しますが、一時的に預けて
あるもの、現金、預貯金、有価証券や山林、田畑およ
び宅地等の不動産は含まれません。なお、家財は組
合員および被扶養者の所有の物に限られます。

損 害 の 程 度 災害見舞金
1  住居および家財の全部が焼失し、または滅失したとき
2  住居および家財に前号と同程度の損害を受けたとき

（標準報酬月額の月分）
3

1  住居および家財の1/2以上が焼失し、または滅失したとき
2  住居および家財に前号と同程度の損害を受けたとき
3  住居または家財の全部が焼失し、または滅失したとき
4  住居または家財に前号と同程度の損害を受けたとき

２

1  住居および家財の1/3以上が焼失し、または滅失したとき
2  住居および家財に前号と同程度の損害を受けたとき
3  住居または家財の1/2以上が焼失し、または滅失したとき
4  住居または家財に前号と同程度の損害を受けたとき

１

1  住居または家財の1/3以上が焼失し、または滅失したとき
2  住居または家財に前号と同程度の損害を受けたとき 0.5

床上浸水により損害を受け、上の表により 
損害の程度を判定し難いと認めたとき

床上120cm以上 １
床上30cm以上 0.5

住居または家財に1/3以上の
被害があるかどうかが支給の
判断基準になるんだね。

給付貸付課短期給付担当 03-5320-6827☎問合せ先

災害にあったとき

災害にあったときは、
速やかに連絡してください

　組合員が火災、水害、地震、その他の非常災害によって（盗難を除く）、住居または家財に1/3以上
の損害を受けたときは、その損害の程度に応じて見舞金が支給されます。
　なお、別居している被扶養者の居住する住居または家財に災害を受けたときも支給の対象となりま
す。災害にあったときは、速やかに所属所の事務取扱者を通じて、り災状況等を連絡してください。
要件に該当するかどうかお聞きした上で、すぐに現地調査を行います。連絡が遅れますと損害の程度
の確認が困難となり不利益となる場合もありますので注意してください。
　また、り災証明書（火災の場合は消防署、その他は市区町村で発行）を速やかに申請手続してくだ
さい。見舞金の支給要件の確認や手続の際に必要となります。

給付貸付課短期給付担当 03-5320-6827☎問合せ先

育児休業、介護休暇を取得される方へ

育児休業手当金、介護休業手当金の
給付上限日額が変更になりました。

　令和６年８月１日より育児休業手当金および介護休業手当金の給付に係る給付上限日額は下図のよ
うに変更となりました。※

1 対象
　「保険料の基礎となる標準報酬月額」が下記の月額以上となる組合員についての令和６年８月１日以降の休業期間
に係る育児休業手当金および介護休業手当金。

2 育児休業手当金
保険料の基礎となる標準報酬月額 給付上限日額

500,000円〔30等級以上〕　（給付率67％の場合） 14,334円
500,000円〔30等級以上〕　（給付率50％の場合） 10,697円

※現在、育児休業手当金および介護休業手当金を受給中の方も、上限額の変更により給付金の受給額が変更となります。

3 介護休業手当金
保険料の基礎となる標準報酬月額 給付上限日額

530,000円〔31等級以上〕　（給付率67％の場合） 15,778円
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